
  

 
 
 

 

 
    建築の構造は建築基準法が規制し、国が認定した能力ある建築士が設計し、 

国に準じる機関が検査をしているので安全だ----------これが社会一般の認識 
     しかし、現状では建築士法の不備が原因で、下記連鎖により安全性が脅か 

されている  
 
 
 
            
 
 
 
 
   
            
               
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一人の建築士が意匠、構造、設備を監修

できる能力がある   現行の士法 

構造設計者（建築士）の存在を士法は無視 

構造設計者（建築士）を社会は認知しない 

意匠事務所の下請の業務 

報酬が低い スキルが

上がらない 最終需要

者に会えず確たるモラ

ルが育たない 

構造設計者は法を改正す

る運動を展開しても、社会

からの応援がない 
人数が多い意匠設計者の

既得権を守ろうとする壁

に阻まれる  

下請のため法的・社会

的責任とは無縁 
損害賠償保険にも入

れない 

構造を知らない人を一

貫計算ソフトのインプ

ッターに雇い、場合によ

っては誤用する 

特定行政庁も指定確認検査機

関も、人件費節約のため、構造

設計を知らない人を検査員と

する 

無知な申請者が作成した計算書を、無

知な検査員が審査する確認審査体制 ごく一部としても、最終

需要者でない売主や施

工者の圧力に屈し、作為

による設計詐欺を働く

者が出る 

まともな確認ができないので、偽造

計算書を、一度とならず、見過ごす 

社会の高度化に合わ

せ法令の技術規定の

み複雑なものとなる 

偽造発生に至る連鎖図 
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